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『中心市街地のまちづくり』について、   

イメージしていただけたでしようか。  

人口減少・超高齢社毒を迎え、これまでのまちつくりを見■す時期が来て  

います、、  

今のままのまちつくりで、次の世代＼そして今後ますます増加する高齢者も  

含めた多くの人にとって暮らしやすいほち」となるのでしようか。  

これからのまちつくりのキーワードは－コンパクトなまちづくり」です。そ  

のために＼どこを生活拠点とするのかは、地域の皆さんで考える必要があり  

ます。   

コンパクトなまちブくりを進める上で地域の皆さんが協力して一体的に取り  

組む町中心市街地のまちつくり』を応援します。   

この冊子が、皆さんが暮らしやすい「まち」をつくるために、お役に立てる  

ことを厭っています。  
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国土交通省 都市・地域整備局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当  TEL：03－5253－8111  

http：〝www．rnlil：．gD．jp／  

北海道開発局  TEL：Dll－7O9－2311 弄北地方整備局 TEL：022－225－2171  

関東地方乳価局 TEL：048－80ト3151 北陸地方整備局 TEL：025－266－1171  

中部地方整備局 TEL：052－953－8119 近畿地方整備局 TEL：06－6942－1141  

中国地方整備局 TE」：OB2－221－9231 四国地方整備局 TEL：OB7－851－BO61  

九州地方整備局 丁巨L：ロ92－471－6331 沖縄総合事務局 TEL：D9B－B66－DO31  

．  

国土交適省   



人口減少・超高齢社会を迎え、  

どのようなまちづくりが必睾でしようか   

わがE削ま、これから人口が弼少し、鶴高齢社会  

を迎えようとしています。今「まち」は弾く広がり、  

病院や市役所が郊外に立地し∴筆がなければ生酒  

しにくい拡散型の都市構通と在っています。   

このままで、大丈夫でしょうか？楢高齢社会  

を迎えるなかで、高齢者も含めた多くの人たちが  

馨らしやすいまちにするためには、拡附こ歯止め  

をかけ、人々がアクセスしやすい生活拠点をつく  

ることが必蓼ですが  

■人口＃少社会の賀来  
■これから、   

社会は・・・  

【■） 人口■少・超轟■社食  

のカ栗  
わが国の総人口は2006年  

をピークに減少に転じまし  

た。また、65歳以上のお年  

守り人口の割合（高齢化串）  

が増加し、まもなく超ホ齢社  

会を迎えようとしています。  

2050年には3人に1人が  

お年帝りになると推計され  

ています。  
刻印■社会：一・・般にW㈲lzl％以上  

の社会  

あ
な
た
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ち
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2000（平成柑）年  

ほ．893万人  

柑67（昭和4Z）年  
初めて－●人を絶える  
10．020万人  

柑20（大正切隼  

5．598万人  

10．05（i万人  

実績価←；→推計傭   

DL・仙．．L【＿．          “  
．」 192019郭19飾柑701㈱19聞2㈲02010202020802㈹2050（年l  

■■料：20（抑年までI珊「仙、2∝栢年以個  
人⊂■■野閥芥旧醐柵人口（平成14年1月憎†）」  

■聯：20（》年は桝l糀J、205【）棚Ⅷ・  
人口晰旧事の榊計人口仲庸14年1月推計）」  

郊外化するほち」   
（拡散型都市構造〉  

このままでは  

rまち」が…  
訂■儀湾細に生活拠点を   

（集約型都市構造）  

♯市檜誰の無秩序な拡散  
住宅や商業施設だけでなく、病院や市役所、  
学校なども郊外に拡散しています。   

中心市街地の空綱化  
中心市街地から人が少なくなり、まちの活  
力や楽しみ、にぎわいが失われています。  

塞  

竃  

生活利便性の低下  
車を利用できないお年寄りなどが、公  
共公益施設や店舗などを利用しにく  
くなり、生活が不便になります。   

公共サービスの儀下、蓼市縫鸞  
コストの増大  
新たなインフラの整備が必要になり、  
維持管理のコストも増えます。   

生活垂■としての撫力の♯先  
人との交流やにぎわい、文化などの  
機能がなくなり、まちとしての魅力  
を失ってしまいます。   

1蠣角帯の■大  

事の利用が増え、多くのエネルギー  
が必要になるとともに、開発により  

自然が失われます。  

郊外化の■止め  
都市機能の拡散に歯止めを  
かける必要があります。   

生清九点の再生  
都市機能が集積した、アク  
セスしやすい「生活拠点」を  
作る必要があります。   

■地の中に櫻つ種物  

シャッターの下りた商店街  



m  生活拠点として中心市街地を再生するコンパクトな  

まちづくりを応攫します   

高齢者を含めた多くの人にとって亭らしやすいまちを目指して、  

様々な郡市機能がコンパクトに集積し、アクセスしやすい「歩いて  

暮らせるまちづく肌を、都市の個性や歴史を活かしながら進める  
ことが必芋です。   

中心市街地は、公共交堰ネットワークや都市機能・インフラなど  

のストックがあり、効零的・効率的に都市磯雄を集積する拠点とし  

て重聾な候補地といえます。  

モこで、まちの郊外化に書止め  

をかけ、中心市街地に様々な＃  

市サ能を集約するなど、コンパ  

クトなまちづくりに意欲的に取  

り組む市町村を応摸するため、  

♯市計酉法と中心市街地活性化  

活が改正されました。  

‘●ペン・∴ヾ  
ぎェ     ■  ▲→ √  
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ト
な
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蓼市●≠の無職許な拡散防止  

（■市計■法による■隈）   

大規模集客摘毀の拡散立地に歯止めをかけて、地   
域の判断により、憑正な立地を確保します。  

中心市街地への■市柵純の書的  
（中心市街地活性化法による支攫）   

市町村が作る基本計E削こ内閣総理大臣による認定   

をあたえ、効果的な取組みを重点的に応接します。  
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
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く
り
 
 

アクセスしやすい「まちJ  

離もが移動しやすく、過度に車に頼らない  
まち  

賑わいある「まち」  

居住、公共公益施暇、事業所、商業等が集積  
したまち  

鱒畢や頓挫を準かし牢ほちJ  

地域の歴史・文化やまちづくりの蓄積を清か  
したまち  

書森市や古山市では、「コンパクトなまちつくり」の観点  

から中心市街地の再生に取り組んでいます。  

両市とも、平成19年2き引こ「中心市街地活性化茎本計副  

が認定されました。  一
〇
 
 

市街地を三区分して  

都市整備・土地利用  

をコントロールし、  

併せて地域内交流を  

促進させる連携軸を  

強化し、中心市街地  

を生酒拠点とした均  

衡のとれた扇型の市  

街地形成を目指して  

います。  

■ ∴き 
市■、私鉄等による  

恵まれた公共交；引こ  

よって『中心の生活  

圏をつないだ「コン  

パクトなまちプくり」  

商業、公益施設等の禎合■発（■森市）  

ノ←●へ、・  

自重や町警による慶史的な街並み（広且嬢府中市）   
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中ぬ市街地  
御（ストックとして残る公共ぜ一針   

交通、都市機能インフラ）  
まちウくり  
l心市街地の再生）  潜声  rt隻  
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尋盲1j 一  ■■、ノ ・礫－  

を展開。中心市街地  

は広域拠点として位  

書‾プけています。   
生活者の利便性向上  

多くの都市生活者の■らしやすさの確保  

持続可能な静市爛嘩   ＿，■▼．さ◆・丁■  

▲■覿Jh－ づタ翳   

．
．
．
．
■
▼
．
－
．
さ
．
、
 
 
 

ノ
 
 
 



Ⅲ
志
市
鷲
を
生
活
拠
点
と
し
て
再
生
し
ま
し
ょ
う
 
 

地域局有の価値の割出  

歴史、文化、棉、人材等の発掘と酒用によ  
り、地域の人たちにとっての住み良さ、価値翻  
を基本としながら、他にはない魅力づくりを  

目指すことが土筆です。  

将来像を共有し、総合的・戦略的に中心市街地の  
まちづくりを進めましょう   

中心市街地の活性化は、単に商店街を活性化することではありませ  

ん。郡市全体の、コンパクトなまちづくりを進めるマスタープラン  

のもと、居住、公益樗臥交通など5つの畢素を中心に、生酒拠点  

として総合的に中心市街地のまちづくりを進めることです。   

モのためには、rビジョンJによって将来傭を共有し、rプログラ  

ム」によって榔略偶に取り組むことが必蓼です¢そして、中心市街  

地を持綿可能 

合理的活用」「地域固有の価価の創出j「地域経済積礪の構築」l¶市民・  

民間の参簡」の5つの視点を持つことが大切ですの  

■中心市街地のまちづくりの   
5つの取組みの視点  

中心市街地を持病可能なまちとするためには、継続して拇辛  

が行われることがあ要です。  
中心市街地が緻矧こ催する魅力ある室蘭であり掛ナるために  
は、ここに示す5つの視点をもってソフト・ハードの両面から  

取り組むことがi要です。  

鴫和■代の鬱蜘の駒（1暮暮q糟）  
簡店衝の大半を昭和30年代以前の壌物が占める  
ことから「昭和」をテーマに街並みを再現し、熊わ  
いを取り察しました。  

地域経済循環の構築  

地場産薫や地域活動との連携などにより、地  
域のヒト、モノ、カネが循環する持続可読な  
地ず縫済を構築することが必零です。  

■中心市街地の活性化に   

取り組む姿勢  

中心市街地の活性化は、都市全体のマスタープ  

ランである「コンパクトなまちづくり」を実現す  

るための「中心市街地のまち‾プくりjとして、  

ピジョンとプログラムをもって取り組むことが必  

要です‾。  

市街地の鶴爛  

市全体のマスタープラン  

（コンパクトなまち－プ＜り）  
●  

・
‥
‥
‥
・
▼
 
 

■l巾の■■（■■巾）  

かつて■宣布媚が胃かれていた広場で、自治会及  
び商店会などが姐■した鵬市実行委員会が、毎週  
末に鞘市を■催しています。  

中心市街地活性化  
基本計画  

市民・民間の参画  

中心市領地の再生を、市民が自分たちの間雇  
としてとらえ、行政との連携のもと、地域が主  
体となってまちつ〈りを進めることがi筆です。  

土地の合理的領用  

身の丈に応じた再開発や、土地のf定利用、  
定期借地権の活用なと、やる気のある人が  
土地を有捌こ活用できるエ美が必事です。  

都市全体のコンパクトな  
まちつくりを実現するた  
めに中心市街地の将来像  
を共有し、ビジョンを持  
つことが主筆です。  

街なか居住  ピジョン  

●  

●  

●  

●  

●   ▼  

プログラム  

昭来傷が共有されたピ  
■■－   

ジョンを実現するために、  

5年程度で実行可能な取  

絹みのプログラムを明確  
化する必要があります。  r暮春なか工■J（★靂巾）  

熊本大学が中心市街地の店舗ビルの一雨を償りて ∈  

霊獣ヱ ています。   

ナナントミツクス事暮ープレーゴ】（郷間  
∫遺した大型店の跡地で、TMOが地職から阻＼  
↑料で土地を貴僧し、■辺稗店衝との回遊性をホ  
める低■糟の闊♯絶世を♯■しました。  

．・・．＿・・．．．＿，．．＿・・・＿・．・．．．．＿＿．＿ノ  
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中心市街地のまちづくりを進めるポイント   

中心市街地のまちづくりは、地櫓毒や商業者、市民やNPO、民間  

企業、突通事葉書など、∴多くのステークホルダー（開儒者）が関与して  

いるため、みん在で取り組むことが必震です。   

また、行政によるコンパクト産まちづくりの政策展爛のもと、中心市  

街地活性化協離会が多様なステークホルダーの網繁を行い、まちづく  

り会社や中心市街地整備推進機構がハード・ソフトの両面で、事業主体  

となって、中心市街碓のまちづくりを推進していくことが必畢です。  

■まちづくりのプロセスと   

行政と民間の関わり  

中心市街地のまちづくりは、「計画の  

策定」→「事業の実施」→「まちの管理  

遷宮Jというプロセスで罵筒されます。  

計両づくりの段階では、行政の闇わ  

る度合いは大きく、事業の実施→ま  

ちの管理運営と進むにつれて、民間  

の担う役割が大きくなると予想され  

ます。  

［まちづくりのプロセス］   【行敢と民間の闘わりの度合い】  

市全搬将スター乃ン   

◆  

行 敵  

■中心市街地のまちづくりを推進する各主体の役割   

コンパ州。の柵．．  
軸市t齢  

コンパクトなまちづくりを強力に推進し、その 多様な開係暑の酌量を国り、取組みの実効性を  

方向性に基づいて、中心市街地活性化基本計画 確保し、多様な主体の合意形成の協■の場とし  

を作成します。郡市機能の適正立増と中心市街 て機能するよう動きます。  

地への集中投資を周るとともに、居間投資を後  

押しする仕組みを構築します。  
旦l■  

まちウくり会社・珊  
（棚沌■1まぢづ＜りめ攣引役  

商工会暮市警（鵬カ所上州丁械）  
禰＋活性化の事引役  

中心市街地のまちつくりの主体として、ハード 地域の経済活力の向上を日楕し、商＃の活性化  

事業を含む「デイベロツバー」的な機能を担い、 を推進します。  

公益性と企業性を併せ持って、積極的に事躾を  

推進します。  

ほちづくりの推遺体削  
行政  

■中心市街地への投資を促進するまちづくり会社  

中心市街地は商業、業務、居住、文化、  

医療福祉等の多様な都市活動によって成  

り立っています。こういった都市活動は、  

行政の捜耐こ加え、地域が発鸞し、民間  

が投資を行うことによって展闇されるも  

のです。中心市街地が投資に付する魅力  

ある空Ⅶとなり、民Ⅶの投資が持病的に  

行われるためには、まちの資産価値を高  

める闇発を実施する事業主体として「ま  

ちつくり会社」が必要です。  

綬羊による中心市街地の再生  

地ヰの人のれ暮  

籍■可畿で  
＝－ ■力ある  

中心市街地   

元気のない  
中心憫地  都市活勤・・  

十  十  

まちウくり会社・  
中側  
搬l榊  

商工会■所等  

まちづくり会社：ほち」の兼塵価せを＃める地域密曽璽デイペロツ′ト   

ll、、l  中心市街地活性化協■会  

公益性と企♯性を  
併せもつ醐暮塑   
ディベロッパー  

ほちウくり会社）   

rまちJの暮さ  
■■を轟める  
■弗の■撫重爆   

がぬ書  

中心市街地への   
事■な投書   
が僻事  

♯巾活■の  
糟■性・清爽化  
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まちづくり会社等による持績可能なまちづくり   

中心市街地を投i引こ価する聴力のある空間にするためには、ハード椚  

ソフトの両面から、中心市街地を再生する取組み（＝憫発j）が必粟  

です。   

まちづくり会社や中心市街地整備推進機肌ま、地域密柵璧のディベ  

ロッパーとして、公益性と企業性を併せ持ち、行政や民間企業だけでは  

巽繕が難しい憫発」に取り組むことが期待されます。  

よさづくりさ牡の焉■■桝：2  

「生活の再生」を目指す  

居住機能中心のまちづくり  

まちの将来傑を共有し、中心市街地  
のタウンマネジメントを主導  

■商店街生＃400年無を斯に再開発計酉を立案  

・高松市丸■町の丸■商店街は高松随一の繁華街で   

すが、昭和60年代頃から郊外の大型店等の影鞍  

■r商事飯田」の空洞化と高齢化  

・長野県飯田市はかつて  

「商都飯田jとして栄   

えた城下町でしたが、  
i ■■   

で売上が落ち始め、  

これに危機感を招  

いた商店街振興j阻  

合の人々が、将来  

の500年察も出来  

るようにと再開発  

計画を考え始めま  

した。   

昭和50年代頃から人  
一   

′ 

口の流出や高齢化が書 

しく進み、さらに郊外． 

の大型店の影響で市中   

心部の商圏が縮小し、   

店が減って商店街組合などの組織化も出来なくな   

りました。   

■まちづくり会社が、地■書と協♯で   

居住・生活書能を複とした再叩発を実施  

・このような中で飯田の商業者たちの勉強会から生   

まれたまちつくり会社「飯田まちづくリカンバニー」   

は「住み残る」をまちつくりのコンセプトのひと   

つとして、居住機能や生活機能の再生を柱とした   

再開発事業を地権者と協働で実施しました。  

■自立したまちづくりを日精して  

・現在、飯田まちづくリ  

曲まちづくり会社への期待（5つの性格）  

デイベロツ／ト 持続可能な中心市街地として、インフラ、施投等のハード整備魔含んだ  
r開発」を行います。  

マネジメント 地域ニイを臨まえ、まちの価値を高めるような事業を実施し、罠Ⅶ投資  
が継続的に行われるよう、まちの維持管理を進めます。  

公益性  まちづくりとしての公益性を持ち、市民に役に立つ成果を提供します。  

企禦仕  組繍運営に財政的な基盤を持ち、企業縫営の意♯を持って事業を実施します。  

地蠣穏■性 中心市街地において、生活空間の賃を高める、地域に根ざしたビジネスを  

創出し、地域の人材を育成します。  

ホ載丸■壱書街   
（市松丸■町商店街A街区第一種市街地再開発事業）   

暮まちの将来牡を共有し、再榊の進め方を検討  

・再開発計画では、商店街の業種の偏りを是正して   

不合理な土地利用を改善し、新たな業種の導入を   

促進するために、土地の所有と利用を分離するこ   

となどが課題とされ、その方発として定期借地権   

制度の活用が捷案されました。  

・まちの人々は、さらにまちの将来像や再開発事業   

の進め方を横討するためのワークショツアを積み   

重ね、嘗で考えた将来イメージを実現するための   

再開発に取り組みました。  

■まちの人々とともに中心市街地のタウンマネジ   

メントに取り組む  

・まちの人々は、再開発事業を進める中で、土地の   

所有と利用を分離する仕組みとして「高松丸亀町   

まちづくり株式会社」を設立。まちづくり会社は   

再開発事業をプロデュースし、平成19年3月に   

商業施設と住宅、コミュニティ施戦が複合した「高   

松丸■壱番街（木棺丸■町商店街A街区第一種市   

衝地再闇発手業）」が竣工しました。  

・そして環在、高松丸1町まちつくり株式会社は、   

まちの人々とともに高松市の中心市街地再生を目   

指して、まちの将来像の具体化方策「高松丸亀町   

タウンマネージメントプログラム」に基づいて、   

新たな再開発に取り組んでいます。   

デイベロ勃塔・－  カンパニーは商業者や  

市民と連携しながら、  

高齢者向けの乎賞住宅  

なと様々な再開発事業  

のプロデュースや、地  

域再生のためのフアン  

曲  
トップヒルズ本町（住宅やスー  
／ト、公共施設が入った櫓合  

公益  マネジメント  

期 

メ  

企贅性  
冊■  

卿噸  

ドの毅立など、自立し這ル）  

たまちづくりを進めて  

います。  

劇中心市街地整備推進機構への期待  

公益法人やNPO法人がまちつくりに積極閏に取り組む場合には、中心市街地整備推進機構として  

の指定を受け、まちづくり会社と同様に、中心市街地のまちづくりの事業推進主体としてi雫な役  

割を担うことが期待されます。  

アシストホームリんご  
（ホ齢者向け共同住宅）  

飯田のりんこ並木  
（歩畢共存の公園鷹島）  

、＿…．．．＿＿、＿．．…．〉＿J  
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事前相戦  

1  

計画の作成  

出国による総合的・一体的な支援  

中心市街地活性化本部の設t  

中心市街地惰性化の実現のため、政府として総合的かつ効果的に推進するため、内閣総理大臣  

を本部長とする中心市街地括性化本部を設置し、基本方針の案の作成や施策の総合調整、事業  

案施状況のチェック＆レビューを実施します。  

中心市街地措性化基本計画の作成にあたり、内閣府中心市街地活性化  
担当室において、事前の細蔽を広く受げつけています。また、国土交  
通省の各地方塵傭局等においても、各撞の事業の相談や都市計酎こ関  
する相談を広く受けつけていますので、こ活用下さい。   

各地域の中心市街地滑性化協議会等における議論を踏まえ、仲心市街  
地の活性化を図るための基本的な方軌（平成18年9月8日閣議決定）  

や「中心市街地惰性化基本計薗認定申肩てニュア／レ」等に毒づき、中  

心市街地活性化基本新嘗を作成してください。なお、基本計酋の作成  
の幣は∴客観的甥状分析、ニーズ分析に基づく事業等の集中実施、様々  
な主体の巻き込み、各種事業等との連携・調整等を図る必賓がありま  
す。特に、住民等様々な主体の参加・協力を得て地域ぐるみで取り組  
むことが重要です。  

認定申瀞の手続きは内閣府中心市街地清性化担当室が行います。  

（9基本方針に遺合するものであること。  

②当該基本計酋の突指が当該市町村における中心市街地活性化の実現   
に相当程度寄与するものであると認められること。  

◎当該基本計画が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるもので   
あること。  

■攣工糊における立地の制限について  
三大都市鰐及び政令指定都市均除く地方都市においては、基本計画の  
内閣総理大臣による認定に際し、当該市町村におけるすべての準工業  
地域における大規模集筈施設の立地を制限する特別用途地区又は地区  
計育の都市計画決定及び必要な条例の整備が行われていることが藷定  
の条件となります。  

中心市街地  
活性化偏■会   

の肋  

基本計画に対する内服織理大臣の鞘定制度  

市町村が作成する中心市街地活性化基本計軌こついて、内閣粗大臣の詔定を与え、基本計画  
に基づく取組みについて、法律、税制の特例や神助事勲こより、重点的に支援を実施します。  

闇多様な関係者の参画を得た取組みの推進  

多様な民間主体が中西する申Jじ価紡機活性化協■芳  

都市機儲の増進を推進する者はちづくり会社、中心市街地整骨推進機構）と経済活力の向上  

を推進する着席工倉又は商工会鵜所等）が必須の構成旦となり、ティベロツ′トや、商業関係者、  

地権者など多様な民間主体と、基本計画の策定主体である市町村などが参画した中心市街地活  

性化協議会が、まちづくりの多様な主体による合意形成のための協礪の場として機能します。  

関係行政鶴間  
の長の日♯  

腋定基準  
の譲合  

■中心市街地活性化法のスキ「ム  

基 本 方 針 仲心市街地活性化本部が案を作成し、闇♯決定）  

罷 定  

内■♯1大臣による書定制よ  中心市街地焉牲化基本計孤  
＜市町村か作成＞  基本計画  

への★見  し凍」  

謹  誓  

●益不的な方針  

●位■及び区域  

●日櫻  

●計画期間  

●中心市街地活性化の   

ための書業   等  

中
心
市
街
地
活
性
化
協
♯
会
 
 

人口減少・超高齢社会を迎える中、都市機能の無秩序な拡附こ歯止めをかけ、都市機能がコン′ヾクトに集積した都市構造  

を実現するため、大規模な集客施掛こついて、商業地城等を除き、一旦立地を制限した上で、立地しようとする場斜こは、  

住民等が参商する公正・透明な都市計画の手続を経て、地域の判断により遺正な立地を確保することとされました。  

また、これまで開発許可が不要とされていた病院、学校等の公共公益施設の立地については、開発許可を要することとさ  

れました。  

押併行敢■■の長  

≠定基本計tへの去轟欄t書  

好走計両の  

実施等に ついて書見  i貞節な  
支蹟  

中心市街地滞性化本部HP（http：仰w・keLntei．go．5pnp／singi／ehukatu／index．html）において、r中心市街地の活性化を図  

るための基本的な方針」や「中心市街地活性化基本計画課定申請マニュアル」についで閲覧できるほか、最新の認定状況等  

の情報提供を行っています。  

腎定中心市街地活性化  
暮本計薗  
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●市徽嘲■鞍の轟■  

●響市機能の■礪侃1  
書らし・にぎわい再生事業を活用し、教育文化施設、医療施設、社会福  
祉施設等を含めた、多様な都市機能の集積促進を困ります。   

書らしiにぎわい再生事書   
認定中心市街地滴性化基本計画の地区において、郡市機能のまちな   
か立地、空きビルの再生、多目的広媚等を総合的に支携。  

■市●♯まちなか立地支ヰ   空きビル再生支儀  
公共公益飾；Rの整傭に対し、  空きビル等の公共公益施設・  
補助（エレぺ一夕ー・脛ヰ   集筈施設への改僧・コン′ト  
浄写の井向傭遊惰兼帯介   ジョンに対し、神助  

まちづくり交付金  
市町村が作成した都市再生整傭肘掛こ基づき実施きれる亭灘等の費用に充当するために交付金を  
交付します。認定基本計執こ基づく事業を行う地区が、一定の要件を満たす均乱交付限度矧こ  
おける市町村の提案事業枠を拡大します。  

■定考究胱申環ホ鬱傭憧化榊書E■   

顎鶉誌ごの暮1に  
ごJ）ょうに充当してもB岳  

闇市巧重1■I†■童憺薫■●し凛蓼   瀧iムい鷺河村暮   

遍岬●1  
丈跨、公用、河川、  
下水蒼、土壇E声  

憑葛事♯、市街地  
再糟発隕公営  
住宅榊専の公  
共事瀾   

＋  
■モー±  

コミュニティバス  
市  

の社会隕 町村の繍に纂づ  
く職  

－ ■■ ● ●■ 一■  

一      ‾ 公∫ 朔l■●  

′ 区構埋 ′ 

：ごご∴  

一→J空き店廿活用  

→iワークシ即′プ  

＼▲ ご  

ゝ 社会雑   

ぎ・ ■■ ×鷲＝壷  

ーヰ．一室二  1i1・ニー  
遥遠ナイパスごこニ∴ふi  

人工地一  

冊■■  
僧蘭棚に攣董、揮択  
椰に■静攣はす定  
暮暮何の株用不可  

（スーパーから生輝拳骨センター  
へのコンバージョン）  

市鵜馳朋脚 

●街なか■生檻促tするための   

蘭t●■事  
面としての中心市街鳩の礪能向  
上、環境改善、防災♯能の向上  
等に管するよう、区薗整理、再  
開発等の特用により面的な整♯  
を推進します。  

催かt棚  
●住宅、1薫物の靂■  
中心市街地共同住宅供給事業、街なか居住再生ファンド等を汚用し多様  
なニーズに対応した優良な住宅の供給を促進します。  

中心市街地共■住宅供給■井   街なか書住再生ファンド  

書暮●の活性化  

再搾弗やまちづくり交付金を活用し、簡素基  
盤龍野の整僧やイベントの開催を通じて、画  
集の活性化を困ります。   

公棚脚  

公共変遷機関や交雑甜点等の蓋傭を進め、  
中心市街地へのアクセスや中心市街地内の移  
働の利便性の向上を国ります。  

中心市街増において、曽市■能の■績や   
t員な住宅の供給も促1するための横間   
上の特例檜■   

●認定中心市街地内への事業用資産の賢換特例  

●特定民間再■発事業における特定の資産の   

貿携え等の特例  

●中心市街地括性化に資する長期議洩所得に   

係る軽減治せ  

●認定事業用地適正化計画に基づき土地の交   

換等を行う場合の特例  

●土地区画整理事業の同意保留地に対する特例  

●優良な貸賃住宅の建設草葉を実施する者に   

対する特例  

●優良な住宅の建設事業を実施する者に土地   

等を凝渡する者に対する特例  

●遭堵、公■、駐＋嶋蠣の■市   
■義旛贅事の▲■  

中心市街地を支える遣蒋、公園、  
駐車場、下水道等公英の用に供  
する都市美醜の榊事＃を  
推進します。  中心市街地における優良な共同  

住宅の供給を支揆  

－・・  

≡  
丁 Ⅴ■■ヽ  

・・ 

民間の多様な住宅供給事幕等を  
出j引こより支療  

一
研
 
 
 

●■任可爛の暮●  

優良な住宅蜘を行う事業と併せて、住宅市街地を総合的に整備し、居  
住環構の向上を推進します。  

【関係機関による支援】  【ソフト支援】  

（財）民¶■市開発推進廿蠣 中心市街地活性化支攫富  

TE」：O3（5546）O784 http：〟wvvw．mintD．Or．jp／  
内■t方♯市再生本邸事桝  
TEL：O3（551O）2151http：〟ww．toshlSaisei．go．jp  民間＃市開発推進榊による垂■支♯  圭コ都市再生モデル■董  

ま5づくりに■する催いノウハウと金欄朗顎支撫スキームを御します  
●中心市街繊活性化犠■会への支書   
当構♯の支携制度の説明や制度利用のア下バイス、民間都市開発プロジェクトの事例や他都市のまちづくり情報等の提供  

●書モ暮毒針tと耕した毘■■簡■需プロジェクトの立ち上げ支■   
民間亭禦への出資はち再生出甘♯務）、良材事欄への低利の千金提供（参加♯扮  

●弗丁刊節な住民事拍璧のま与プくリヘの支■   
住民等が自主的に行うまちづくり事業に助成する「まちづくりファンドjへの資金拠出（住属参加型まちづくりファンド支授業務  

NPO法人等地境が「自ら考え自ら行動する」自由な発想と創瀧工夫に基づく先導的な都市再生油勤で、一過性  
の暗勧ではなく、当新モデル調査をきっかけとし、更なる広がりを期待させるものに支援します。  

まちつくり計簡策定担い手童欄Ⅷ磯  

地贈者やまちづくりNPO法人など、地相こおけるまちづくりの担い手が、自ら地区計商等の都市計薗の♯案を  
検討し、地方公共団体に対して都市計酉の提案をしょうとする除こ、基ヰ嘱査（土地利用・建築物に許する現況  

杷掘、市街地環境の椚萱等）、地区診断（地域課需の抽出、建築親潮等の導入効果分析等）、地区計蒋等濁市  

計蘭の提案素案の作成に要する費用を国が直接支援します。  

UR■‡市≠■ 雛薪企轟音全円まちプくり王  
TEL：045（65の0111ht叫：〟ww．ur－netlg0．jp／／p】an／natbnwide／  都市再生犠■によるまち－プくりの支据  

慎せ、肘■から事暮真鵬■まで、全戸のま与づくりをトータルにコーディネートします  
●■市■生書■によるコーディネート   

新館押コーディネート：まちづくりに関する情義提供・各種■査の実施、開係者の含よ形成支羨、事業スキーム、ソフト施策等の提案、行政との調整   
計薗コーディネート：民間事績着の誘致・鰐暮、事績推進体閻の開銀幕、民間事♯着のエイズ把娠、行政との輝整   
事需コーディネート：民間再■発事欝等の事務局支環、エ夢行程の群雲、行穀との押弗等協議、都市計画の提案  

●■市犀生書構による事雛の★旛   
事績の実施；市街地再闊希書禦、土地区爾豊理事禦等の英経文は受託  

●主なま与プくりの支1■ヰ   
都市再生アドパイザー嘱度：豊書な知識・経験を持った専門家に上る、まちづくりのアド′叶スの実瀧   
改定基本肝薗区城内にガける土地取得凱度：公共団体の婆＃に基づき、低未利用地を取得し、土地の集約化等職制輝整を伴う事業を実施   

適中土交獅雀の支妓1tについては．暮震應の■い合せ先をこ事府ください．  

吾■事＃のための■童■ ）  

暮らし・にぎわい再生事業や市街地再問罪事業など、各種事瀾の実施を前提として、当所事業の実施に向け  
た調査、コンサルタント派遣、計画立案・謂整等のソフト面について支擁します。  
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